
（
商
標
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
八
条

商
標
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
八
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

附
則
様
式
第
４
（
附
則
第
３
条
関
係
）

附
則
様
式
第
４
（
附
則
第
３
条
関
係
）

［
略
］

［
略
］

〔
備
考
〕

〔
備
考
〕

１
～
10
［
略
］

１
～
10
［
略
］

11
「（【
納
付
の
表
示
】







 ）」の

欄
に
は
、「
分
割
納
付
」
と
記
録
す
る
。

11
「【
納
付
の
表
示






 】」の

欄
に
は
、「
分
割
納
付
」
と
記
録
す
る
。

12
「【
登
録
料
の
表
示
】」の
欄
は
、「【
予
納
台
帳
番
号
】」に
は
予
納
台
帳
の
番
号
を
、「【
納
付
金
額
】」に
は
見
込

額
か
ら
納
付
に
充
て
る
登
録
料




の
額（「
円
」、「
，」
等
を
付
さ
ず
、
ア
ラ
ビ
ア
数
字
の
み
で
表
示
す
る
こ
と
。）

を
記
録
す
る
。

12
「【
登
録
料
の
表
示
】」の

欄
は
、「【
予
納
台
帳
番
号
】」に
は
予
納
台
帳
の
番
号
を
、「【
納
付
金
額
】」に
は
見
込

額
か
ら
納
付
に
充
て
る
特
許
料




の
額（「
円
」、「
，」
等
を
付
さ
ず
、
ア
ラ
ビ
ア
数
字
の
み
で
表
示
す
る
こ
と
。）

を
記
録
す
る
。

附
則
様
式
第
６
（
附
則
第
４
条
関
係
）

附
則
様
式
第
６
（
附
則
第
４
条
関
係
）

［
略
］

［
略
］

（【
国
籍
・
地
域






】）

（【
国
籍


】）

［
略
］

［
略
］

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

成
年
被
後
見
人
等
の
権
利
の
制
限
に
係
る
措
置
の
適
正
化
等
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
等
の
施
行
に
伴
う
国
土
交
通
省
関
係
省
令
の
整
備
等
に
関
す
る
省
令

（
海
難
審
判
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

海
難
審
判
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
運
輸
省
令
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線

を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。）は
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄

に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

（
欠
格
条
項
）

（
欠
格
条
項
）

第
二
十
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
海
事
補
佐
人
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
二
十
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
海
事
補
佐
人
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者

一

禁
錮こ

以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者

（
削
る
）

二

成
年
被
後
見
人
又
は
被
保
佐
人

二
・
三

（
略
）

三
・
四

（
略
）

四

精
神
の
機
能
の
障
害
に
よ
り
海
事
補
佐
人
の
職
務
を
適
正
に
行
う
に
当
た
つ
て
必
要
な
認
知
、
判
断
及
び

意
思
疎
通
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者

（
新
設
）

令和元年月日 金曜日 (号外第号)官 報
〇
国
土
交
通
省
令
第
三
十
四
号

成
年
被
後
見
人
等
の
権
利
の
制
限
に
係
る
措
置
の
適
正
化
等
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
三
十
七
号
）
及
び
成
年
被
後
見
人
等
の
権
利
の
制
限
に
係
る
措
置
の
適
正
化
等
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律

の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
国
土
交
通
省
関
係
政
令
の
整
理
等
に
関
す
る
政
令
（
令
和
元
年
政
令
第
九
十
一
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
関
係
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
及
び
関
係
法
律
を
実
施
す
る
た
め
、
成
年
被
後
見

人
等
の
権
利
の
制
限
に
係
る
措
置
の
適
正
化
等
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
等
の
施
行
に
伴
う
国
土
交
通
省
関
係
省
令
の
整
備
等
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
元
年
九
月
十
三
日

国
土
交
通
大
臣

赤
羽

一
嘉
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